
個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

整 理 番 号 １ ５ １ ０ １ 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 議員名簿管理ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 議会 

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称 

議会事務局議事課庶務係 

個人情報ファイルの利用目的 

市議会議員の活動を補助・支援するため、議員の人事管理

を行うとともに、退職した議員を記録・保管することによ

り玄鹿会の活動を補助・支援するため。 

記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ） 

1 氏名、2住所、3電話番号、4性別、5生年月日、6本籍、

7親族関係、8家庭状況、9職業・職歴、10 地位・役職、11

学業・学歴、12 賞罰、13会派 

記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ） 

市議会議員及び退職した市議会議員 

個人情報ファイルに記録される 

個人情報（記録情報）の収集方法 
市議会議員となった者からの履歴書 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 □有  ☑無 

記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先 

 

開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地 

名 称 行政経営部行政経営課総務係 

所 在 地 〒322-8601 鹿沼市今宮町１６８８番地１ 

訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 

根拠法令  

内 容  

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイ

ル）又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュア

ル 処理ファイル）の別 

☑電算処理ファイル（次の項へ） 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的 

及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有

無 

☑有  □無 

個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数 
１５０ 

備 考  

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

整 理 番 号 １ ５ １ ０ ２ 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 請願・陳情・意見書ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 議会 

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称 

議会事務局議事課議事調査係 

個人情報ファイルの利用目的 
提出された請願・陳情・意見書を保管することにより、公正

かつ適正な事務を執行するため。 

記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ） 

1 氏名、2住所、3電話番号、4意見・要望 

記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ） 

請願・陳情・意見書の提出者 

個人情報ファイルに記録される 

個人情報（記録情報）の収集方法 
請願・陳情・意見書の提出者から提出された陳情書等 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 □有  ☑無 

記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先 

 

開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地 

名 称 行政経営部行政経営課総務係 

所 在 地 〒322-8601 鹿沼市今宮町１６８８番地１ 

訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 

根拠法令  

内 容  

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイ

ル）又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュア

ル 処理ファイル）の別 

☑電算処理ファイル（次の項へ） 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的 

及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有

無 

☑有  □無 

個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数 
２５０ 

備 考  

 


